
飯塚市告示第356号  

 

飯塚市陶芸教室事業実施要綱を廃止する告示を次のように定める。 

令和7年12月22日 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

   飯塚市陶芸教室事業実施要綱を廃止する告示 

 飯塚市陶芸教室事業実施要綱(平成18年飯塚市告示第72号)は、廃止する。 

   附 則 

 この告示は、令和7年12月27日から施行する。 


